
「牛肉」への影響とこれまでの取組について 

 

１ 経 過 

７ 月 上 旬：福島県南相馬市の肥育農家が出荷した牛肉から食品衛生法の暫定規制値（500 ﾍﾞｸﾚﾙ/kg）

を超える放射性セシウムが検出。原因は，給与していた「原発事故後に収集した稲わら」

に高濃度の放射性セシウムが含まれていたことが判明。 

７月１５日：宮城県内の事故後に収集した稲わらの放射性物質の測定を実施したところ，３地点すべ 

てで国が定める粗飼料中の放射性物質の暫定許容値を上回る結果となった。 

直ちに県内の全肥育農家に対し,事故後に収集した稲わらの給与自粛と給与した肥育牛 

の出荷自粛を要請 

７ 月 中 旬：市町村・ＪＡと連携して県内全肥育農家を対象に事故後稲わらの給与状況の調査を実施 

７月２５日～２７日：本県産の牛肉から国の暫定規制値を超える放射性ｾｼｳﾑが検出 

７月２８日：原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）から原子力災害対策特別措置法に基づき，牛の 

出荷制限が指示 

８ 月 上 旬：市町村・ＪＡと連携して全肥育農家を対象に８月２日から立入による現地確認を実施 

さらに肥育農家・ＪＡ・食肉市場や検査機関の協力の下で放射性物質の全頭検査及び全

戸検査の体制を構築し，出荷制限解除に向けた「品質管理計画」を策定 

８月１９日：原子力災害対策本部長から牛の出荷制限の一部解除が指示 

８月２４日：と畜を再開し，２６日には，再開後初のセリが行われた。 

（県内２食肉処理場，９５頭/日出荷）｛出荷自粛期間：7/15～8/23｝ 

 

２ 食肉の安全性確保への取組 

○ 緊急立入検査の実施  

 県，市町村，農協等の協力のもと，県内の牛飼養農家に対し，汚染された稲わらの区分管理の徹

底と飼養管理状況を定期的に確認 

○ 品質管理計画に基づく全頭検査の実施 

と畜場において，牛肉の放射性物質の全頭検査を実施し，暫定規制値以下の牛肉のみ，県の「牛 

肉の放射性物質検査結果通知書」を発行し，流通させていく。 

     汚染された稲わらを給与していない農家から出荷を再開してきたが，今後は，上記緊急立入検 

査の結果を受け，飼養管理状況から安全性が確認された給与農家へも出荷を拡大していく。 



 

 

３ 肉用牛検査体制の仕組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内肥育農家 
出荷 

○仙台中央食肉

卸売市場(株) 

○(株)宮城県食

肉流通公社 

○県外市場 

 

食肉衛生検査所

 

・食肉衛生検査

・放射能検査材

料を採材 

検体

放射能全頭検査 

・委託（県内４機関

県外機関） 

・県実施（検査機器

整備後） 

 

宮城県 結果 

廃棄処分 
500bq/kg超過 

検査結果通知書発行

・セリ 

・相対取引 

卸売業者 

食肉加工業者等 
小売店， 

レストラン等 

 

消費者 

○仙台中央食肉卸売市場(株)

○(株)宮城県食肉流通公社 

○県外市場 

出荷者 食肉検査と畜 

仲卸
卸売小売 

消費 
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